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実
情
に
応
じ
て
適
確
だ
と
認
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
認
定
も
さ
れ
る
。
適
確
、
不
適
確
を
実
情
に
応
じ
決
定
す
る

そ
の
基
準
は
何
で
あ
る
か
、
そ
の
條
件
が
知
り
た
い
。 

第
九
回
国
会
提
出
の
「
見
返
資
金
の
貸
與
條
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
中
「
償
還
期
限
及
び
担
保
、
実
情

に
応
じ
個
々
に
決
定
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
「
実
情
に
応
じ
。
」
が
わ
か
ら
な
い
。 

又
そ
の
條
件
を
決
定
す
る
の
は
個
人
か
、
委
員
会
か
。
委
員
会
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
運
営
を
承
り
た
い
。 

そ
こ
で
改
め
て
次
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

右
質
問
す
る
。 

見
返
資
金
の
貸
與
條
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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